
  中野区広告掲載等取扱要綱 

2009 年 12 月 15 日 

要綱第 166 号 

 (趣旨) 

第 1 条 この要綱は、中野区の公有財産、物品、区が作成する印刷物等(以

下「区有財産等」という。)を広告媒体として活用し、民間事業者等の広

告(以下単に「広告」という。)を掲載すること等に関し、必要な事項を定

めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 広告媒体 以下に掲げる区有財産等のうち、広告の掲載が可能なも

のをいう。 

ア 区が発行する印刷物 

イ 区ホームページ 

ウ 不動産及び動産 

エ その他区長が広告媒体として適当と認めるもの 

(2) 広告掲載等 広告媒体に広告を掲載すること又は広告が掲載された

物品等の寄贈を受けることをいう。 

(3) 広告主 広告掲載等の募集に基づき、広告媒体に掲載料、貸付料又

は使用料（以下「掲載料等」という。）を負担して広告掲載をする事業

者又は広告代理店をいう。 

(広告掲載等の基本理念) 

第 3 条 広告掲載等の基本理念は、次の各号に掲げるものとする。 

(1) 財源の確保と区有財産等の有効活用 

(2) 区民に対する多様な情報の提供 

(3) 地域産業活動の支援 



(広告掲載等の対象) 

第 4 条 広告の内容が次のいずれかに該当するものは、広告掲載等の対象と

しない。 

(1) 法令等に違反するおそれがあるもの 

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるもの 

(3) 人権を侵害するおそれがあるもの 

(4) 政治活動又は宗教活動に関するもの 

(5) 意見広告に関するもの 

(6) 良好な景観の形成を阻害し、又は風致の維持に影響を及ぼすおそれ

があるもの 

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が広告掲載等をすることが不適当

と認めるもの 

2 前項に定めるもののほか、広告掲載等の取扱に関する基準(以下「基準」

という。)は、別に定める。 

(広告掲載等の募集) 

第 5 条 広告掲載等の募集は、なかの区報、区ホームページ等により行うも

のとする。 

2 広告掲載等の募集に当たっては、広告の規格、掲載方法、掲載期間その

他広告掲載等に必要な事項及び条件を明示しなければならない。 

(広告掲載等の申込み) 

第 6 条 広告掲載等を希望する者は、前条の広告掲載等の募集に基づき、区

長に申し込まなければならない。 

(広告掲載等の決定) 

第 7 条 区長は、前条の申込みがあったときは、当該申込みがあった広告掲

載等について第 4 条の規定及び同条第 2 項の規定に基づき定める基準によ

り審査し、広告掲載等を決定するものとする。 



2 前項の場合において、当該広告掲載等の可否につき疑義が生じたときは

次条に定める広告掲載等審査会における審査を経て、当該広告掲載等の可否

を決定するものとする。 

(審査会) 

第 8 条 前条第 2 項の規定による審査を行うため、広告掲載等審査会(以下

「審査会」という。)を設置する。 

2 審査会は、政策室広報担当統括管理者並びに各室及び各部及び各部(教育

委員会事務局を含む。以下同じ。)の経営担当統括管理者をもって構成する。

3 審査会は、政策室広報担当統括管理者が招集し、主宰する。 

4 審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

(掲載料等) 

第 9 条 広告の掲載料等の額は、各部の長が別に定める。この場合において

は、当該広告媒体の価値を考慮し、適正な掲載料等の額を設定しなければ

ならない。 

2 前項の掲載料等は、広告主から徴収する。 

(掲載料等の返還) 

第 10 条 既納の掲載料等は、返納しない。ただし、広告主の責めに帰すこ

とができない事由により、広告の掲載を中止し、又は広告の掲載に係る契

約を解除したときはこの限りでない。 

(広告掲載の取消し) 

第 11 条 区長は、広告主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該広

告の掲載を取り消すことができる。 

(1) 別に指定する期日までに当該広告の掲載に係る原稿を提出しないとき。 

(2) 広告主が社会的信用を損なうような不祥事を起こしたとき。 

(3) 広告主の倒産、破産等により当該広告掲載をする必要がなくなったと

き。 



(4) 前各号に掲げるもののほか、区の業務上やむを得ない事由が生じたと

き。 

(広告主の責務) 

第 12 条 広告主は、広告掲載等の内容等に関する一切の責任を負うものと

する。 

2 広告主は、第三者から当該広告掲載等に関しての苦情の申立て、損害賠

償の請求等があったときは、広告主の責任と負担において解決を図るものと

する。 

(区ホームページへの広告の掲載) 

第 13 条 区ホームページの広告の取扱いについては、中野区ホームページ

広告取扱要綱(2006 年中野区要綱第 205 号)に定めるところによる。 

(補則) 

第 14 条 この要綱に定めるもののほか、広告掲載等に関し必要な事項は、

別に定める。 

附 則 

  （省略） 

 


